
意見書案第２号 

生活保護の扶養照会の更なる見直しを求める意見書案の提出について 

上記の意見書案を別紙のとおり、川崎市議会会議規則第１３条の規定により提

出いたします。 
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生活保護の扶養照会の更なる見直しを求める意見書 

あコロナ禍の経済的影響で、国内の貧困が急拡大しているが、生活に困窮しているにもか

かわらず、生活保護だけは受けたくないという忌避感を示し、その申請をためらう人は少

なくない。 

あ路上生活者等の生活困窮者の支援団体が行ったアンケート調査において、生活保護を利

用していない理由として最も多かった回答は、家族に知られるのが嫌だからというもので、

更に２０代から５０代の方に限定すると４割以上がその回答を選んでおり、扶養照会によ

り親族に連絡が行くことが、生活困窮者が生活保護を利用する上での最大の阻害要因とな

っていることは明らかである。 

首相は、本年１月に行われた衆議院本会議等において、扶養義務者の扶養が保護に優

先して行われることは、生活保護制度の基本原理であり、扶養照会は必要な手続きである

という見解を示しており、更に、厚生労働省の通知においても、扶養義務者に扶養及びそ

の他の支援を求めるよう、要保護者を指導すること等としているが、扶養が保護に優先す

るとは、単に事実上扶養が行われたときにこれを被扶助者の収入として取り扱うという意

味に過ぎず、生活保護法においては扶養照会が不可欠とはされていない。 

あ同省は、明らかに扶養義務の履行が期待できない場合には扶養義務者に対する直接照会

をしなくても良いとしているが、扶養照会を行うことを明確に禁止するものではなく、多

くの自治体で扶養照会が原則のように行われている。 

あこのような状況の中、世論の批判を受け、同省は本年２月２６日、扶養照会の運用を見

直し、各自治体に対し、扶養義務履行が期待できない者の例示を追加する通知を出したが、

扶養照会を明確に禁止しているわけではなく、その対象も限定的である。 

あよって、国におかれては、国民に保障された権利である生活保護の申請をためらわずに

行えるよう、速やかに厚生労働省通知を改正し、扶養照会を実施するのは、申請者が事前

に承諾し、かつ、明らかに扶養義務の履行が期待できる場合に限る旨の通知を発出するこ

とを強く要望するものである。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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